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研究要旨： 小規模町村における発達支援体制の整備状況を把握し、今後の課題を明らかに
するため、自治体アンケート調査を実施し、全国17町から回答を得た。障害の発見、統合保
育、学校教育の各機能についてはよく整備されていた。専門療育機能については、全て民間
事業所ではあるが、約半数で児童発達支援事業所、 4 分の 3 で放課後等デイサービス事業所
を整備していた。連携については不十分であった。巡回訪問・研修など専門性を要する人材
育成機能については、発達障害者支援センターなど外部の専門機関に依存していた。発達障
害のある女性、外国人など日本語の能力が十分でない子どもへの取り組みについては、今後
の課題であり、啓発と周知が重要と考えられた。

　地域の中で、障害のある子の健やかな育ちと家族の子育てを支える仕組み（発達支援体制）の
整備が求められている。本田らは 3 年間（2015年度～2017年度）にわたる全国的な基礎自治体調
査に基づき、自治体規模に応じた発達支援システムモデルの提言を行った（1）。今回、システムモ
デルに基づき、小規模町村（人口 3 万人未満の町村）の発達支援システムの整備状況についてサ
ンプル調査を実施し、システムの現状評価と今後の取り組み課題についてまとめたので報告する。
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Ａ．研究目的
　小規模町村の発達支援システムの整備状況
と今後の課題について把握すること。

Ｂ．研究方法
　研究代表者である本田らが、基礎自治体の
発達支援システムの整備及び新たな支援課題
への取り組み状況を把握するために、アン
ケート調査票（「発達障害児・知的障害児に
関する支援状況調査」）を作成した（詳細は
総括報告書参照）。
　次いで、全国 8 地方から無作為に抽出した
47の小規模町村に対し、研究班が作成したア
ンケート調査への協力を依頼した。
　回答のあった17町（回収率36.2%）の発達
支援システムの整備状況について、小規模町
村のシステムモデルを参考に、整理・検討を
行った。
　回答のあった自治体の地方は次の通りで
あった。北海道 1 町、東北地方 3 町（宮城県、
山形県、福島県）、関東地方 3 町（茨城県、
千葉県、埼玉県）、中部地方 2 町（長野県、
愛知県）、近畿地方 2 町（大阪府、奈良県）、
中国地方 4 町（鳥取県、岡山県、広島県、山
口県）、九州地方 2 町（長崎県、鹿児島県）。
　うち、愛知県の 1 町を除く16町は、初めて
調査の対象となった自治体である。
　人口については、 5 千人未満が 1 町、 1 万
人台10町、 2 万人台 3 町、 3 万人～ 4 万人台
3 町であった。なお、提言に含めた小規模町
村のシステム対象自治体は人口 3 万人未満に
限定していたが、それらを除くと対象自治体
数が少数にとどまることもあり、今回の分析
には 3 万人以上の 3 町も含めた。
　先の研究班で小規模町村の研究を担当した
髙橋が提案した基礎自治体が整備すべき発達
支援システムの基幹支援機能（必須の基幹的

支援機能）は以下の通りであった（2）。
（�１ ）直接支援機能（子どもの発達と家族子

育てを支えるための基幹支援機能）
　この機能群には、以下の ７ つの機能が含
まれる。

・障害の発見
・�母子通園（リスク児を含めた発達に支援

が必要な子どもの子育てを支援するため
の敷居の低い子育て支援グループ）

・診断と医学的ハビリテーション
・単独通園
・統合保育
・学校教育
・相談

（�２ ）間接支援機能（多くの関係機関・事業
所等からなる支援システムを運営し、専門
性を高め発展させるための基幹支援機能）

　この機能群には以下の 5 つの機能が含まれ
る。

・連携
・システム運営
・研修・人材育成
・研究
・政策提言（自治体への）

　これらの機能のうち、小規模町村が自前で
整備が必要かつ可能と考えられる機能は、以
下の通りとした。

（ １ ）直接支援機能
・発見（乳幼児健康診査等）
・�専門療育（小規模な児童発達支援事業所；

人口 1 万人以上は必置、 5 千人以上は可
能なら設置、 5 千人未満は統合保育で代
替、または圏域の事業所の活用も可）

・統合保育
・学校教育

（ ２ ）間接支援機能
・連携組織（地域自立支援協議会の発達支
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援部会等）
・�研修・人材育成（保育所等への巡回相談、

各種研修会など）
・�調整担当機関（役所で発達障害の相談に

応じる担当部署）
　その他の機能については、対象児数、社会
資源、財政力等を勘案すれば、小規模町村が
自前で整備する必要はなく、圏域及び都道府
県域の社会資源を活用するのが現実的である
とした。
　今回の調査では、上記の自前で整備すべき
機能、する必要のない機能（外部の機能の活
用）の整備状況、及び新たな支援課題と考え
られている発達障害のある女性、外国人など
日本語の能力が十分でない子ども、境界知能
の子ども等についての取り組み状況について
も調査を行った。
　しかしながら、今回の調査は、郵送法（一
部は電子メールによる回答）によるものであ
り、各機能の質的評価はできなかった。従っ
て、本調査の分析は各機能等が外形的に整備
されているか否かの評価に留まるものであ
る。

（倫理的配慮）
　本調査においては、個人の氏名、生年月日、
住所を含む個人を特定できるような情報は取
り扱わなかった。また、本研究については、
研究代表者の所属する信州大学医倫理委員会
にて承認を得た。

Ｃ．研究結果
　発達支援システムを構成する基幹支援機能
の整備状況について母子保健、医療、専門療
育（児童発達支援センター、児童発達支援事
業所、放課後等デイサービス事業所）、相談
支援、統合保育、学校教育、行政組織、連携、

人材育成、新たな支援課題（女性、外国人な
ど日本語の能力が十分でない子ども、境界知
能の子ども、発達障害児の差別解消等）、自
治体の到達点と課題、の順に結果をまとめる。

１ �．母子保健：発達障害等の発見‐乳幼児健
診とフォローアップ

　乳幼児健診を自治体で行っているところが
14町（82.4%）、自治体と医師会・特定の医療
機関に委託が 3 町（17.6%）であった。
　フォローアップについては、自治体で行う
13町（76.5%）、行わない 2 町（11.8%）、不明
2 町（11.8%）であった。
　大多数は自治体で健診を行い、フォロー
アップも行っていた。

２ �．発達障害等を診療できる医療機関
　 圏 域 内 に あ る12町（70.6%）、 県 内 2 町

（11.8%）、町内 1 町（5.9%）、不明 2 町（11.8%）
であった。町内及び圏域を合わせると13町

（76.5%）であった。これには、人口 5 千人未
満の 1 町も含まれていた。予想に反し、多く
の自治体で身近に発達障害等の診療ができる
医療機関があるとの結果であった。

３ ．専門療育
（�１ ）基幹施設（診療機能と児童発達支援セ

ンターを統合した「療育センター」や「子
ども発達センター」など）

　すべての自治体が、町内、圏域、県・府・
道内にはないとの回答であった。

（�２ ）診療機能のない児童発達支援センター
　すべての自治体が、町内にはない、また設
置計画もないとの回答であった。

（�３ ）児童発達支援事業所
　町内にある 8 町（47.1%）、うち複数が 6 町
であった。 8 町のいずれも全て民間事業所で

― 301 ―



あった。ないは 9 町（52.9%）であり、うち
1 町では設置の計画があった。
　あると答えた 7 町では知的障害のない発達
障害児も受け入れていたが、境界知能の子ど
もの受け入れは 2 町にとどまっていた。
　児童養護施設の児童の受け入れが確認でき
たのは 2 町（11.8%）のみであった。

（ ４ ）放課後等デイサービス事業所
　町内にあるは13町（76.5%）であり、うち
7 町は複数あると回答した。13町のいずれも
全て民間事業所であった。ないは 3 町、不明
1 町であった。ないと答えた 3 町は、設置の
計画もないとのことであった。

４ ．相談支援
　障害児相談支援事業所が町内にあるのは10
町（58.8%）であり、うち複数が 7 町であった。
いずれも民間事業所であった。
　ないは 6 町、把握していない 1 町であった。
ないと答えた 6 町は計画もないとのことで
あった。

５ ．統合保育
　発達障害児等の統合保育を促進するための
対応として、加配保育士を配置しているのは
11町（64.7%）、補助金を出しているのは 7 町

（41.1%）であった（複数回答あり）。
　全ての自治体が、少なくともいずれかは実
施しており、障害のある子を積極的に受け入
れていると考えられた。
　専門家の巡回等による支援については、15
町（88.2%）が行っていると回答した。行っ
ていないは 1 町（人口 1 万人台の町）、不明
1 町であった。
　支援内容については、圏域の児童発達支援
センター等の保育所等訪問支援 4 町、県特別
支援学校・県教育委員会巡回 3 町、障害児等

療育支援事業 2 町、県発達障害者支援セン
ター巡回 1 町など、県など外部の専門機関・
専門家によるものが多かった。一部の町では、
子育て支援センターの心理士、保健師の巡回
を行っていた。

６ ．学校教育
（ １ ）特別支援学校
　町内に特別支援学校がある自治体はなかっ
た。

（ ２ ）特別支援学級
　知的障害特別支援学級は、すべての町で設
置されていた。自閉症・情緒障害特別支援学
級は 1 町（人口 5 千人未満）を除き、設置さ
れていた。両特別支援学級ともに多くの学校
に設置されていた。

（ ３ ）通級指導教室
　通級指導は、確認ができた16町のうち12町

（75%）で行われていた。多くは、情緒障害、
難聴・言語障害のいずれにも対応していた。

（ ４ ）加配教員や支援員の配置
　確認できた16町のうち、14町（87.5%）で
配置していた。人口 5 千人未満の町で配置し
ている一方で、 1 万人台、 4 万人台の 2 町で
は配置していなかった。

（ ５ ）専門家の巡回等
　全ての町で行われていた。特別支援学校・
県教育員会等の道や県による巡回10町、保育
所等訪問支援事業 4 町などであった。
　自治体外部からの専門機関・専門家による
ものがほとんどであった。

７ ．行政組織
　発達障害支援の相談窓口となる部署を設置
しているのは 6 町（35.3%）、していないのは
11町（64.3%）であった。部署としては障害
や子育てに対応する通常の窓口である障害福
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祉課、子育て支援課などが記載されていた。
発達障害に特化したものはなかった。
　教育委員会に同様な部署があるのは 1 町

（5.9%）のみであり、この町では発達支援室
を設置していた。

８ ．連携
（ １ ）連携組織
　設置しているのは 8 町（47.1%）、いないは
9 町（52.9%）であった。地域自立支援協議
会のこども部会や発達支援部会 3 町、特別支
援連携協議会 1 町、独自の連携組織（早期療
育担当者会議、子育て支援会議等）が 4 町で
あった。

（ ２ ）市町村と都道府県との連携
　都道府県等からの支援を要するは10町

（58.8%）、要しないは 8 町（47.1%）、不明 1
町であった。内容としては、専門的助言、知
能検査、研修講師などが多かった。

（ ３ ）つなぎ支援
　子どもが保育所等から小学校に移行する場
合など、情報共有や引継ぎなどを行っている
は 6 町（35.3%）、いないは10町（58.8%）、不
明 1 町であった。
　内容は、共通ファイルの作成、幼保小連絡
会、幼保小中一貫プロジェクト、個別支援計
画の作成等であった。

９ ．人材育成
　自治体が発達障害等について研修プログラ
ムを実施しているのは 4 町（23.5%）であり、
していない12町（70.6%）、不明 1 町であった。

10．新たな支援課題
　新たな支援課題である発達障害等のある女
性、外国人など日本語の能力が十分でない発
達障害等の子ども、療育手帳や診断を受けて

いない境界知能の子ども、発達障害児の差別
解消、いじめ、虐待防止等のための対策への
回答は以下の通りであった。

（ １ ）発達障害等のある女性
　発達障害等のある女性に配慮をしている自
治体はなかった。

（ ２ ）外国人など日本語の能力が十分でない
発達障害等の子ども
　配慮しているが 4 町（23.5%）、していない
が13町（76.5%）であった。配慮の内容は、
語学支援員、日本語指導員、外国語の通訳者
配置、個別教育計画の作成であった。

（ ３ ）境界知能の子ども
　配慮しているが 7 町（41.2%）、していない
が10町（58.8%）であった。内容としては、
個別教育計画、補助員の配置などであった。

（ ４ ）差別解消等への取り組み
　取り組んでいるは 8 町（47.1%）、取り組ん
でいないは 8 町（47.1%）、不明 1 町であった。
　内容は、人権フェスティバルの開催、発達
支援講演会など関連研修会の開催、差別解消
対応要領の策定と周知などであった。

11．自治体の到達点と今後の課題
　 8 町から意見が寄せられた。達成できてい
ることとしては、関係機関及び庁内の連携に
より早期から継続的な支援ができるように
なったことが共通して挙げられていた。
　課題としては、住民啓発、親が障害につい
てなかなか理解してくれないこと、義務教育
終了後の支援、相談支援事業所がないことな
ど、様々であった。

Ｄ．考察
１ �．小規模町村における発達支援の取り組み
の現状

　今回の調査対象となった17町は、人口が 1
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万人未満は 1 町であり、他の16町は 1 万人か
ら 4 万人台の町であった。従って、今回の調
査は人口 1 万人以上の町の発達支援システム
についての分析と言える。
　さて、先に述べたように、髙橋は小規模町
村の発達支援システムモデルで、自治体が自
前で整備が必要かつ可能と考えられる機能
は、直接支援機能では発見、専門療育（人口
1 万人以上は必置）、統合保育、学校教育、
そして、間接支援機能では連携組織、研修・
人材育成、調整担当機関とした。
　そして、小規模町村の最大の課題は専門性
と専門家の確保であるが、それらについては、
都道府県の発達障害者支援センター等の外部
専門機関・専門家を活用するのが現実的であ
るとした。
　今回の調査結果は、提案されたモデルとほ
ぼ一致した結果であった。すなわち、発達支
援システムの基幹機能のうち、直接支援機能
については、発見、統合保育、学校教育の各
機能は良く整備されていた。
　専門療育機能については、全ては民間事業
所ではあるが、おおよそ50%の自治体では町
内に児童発達支援事業所を少なくとも 1 か所
は整備しており、放課後児童デイサービス事
業所も 4 分の 3 の自治体で整備していた。
　間接支援機能については、保育所や小中学
校等への巡回相談など外部機関等からの専門
的支援もほぼ全ての町で行われており、支援
機関・支援者は道や県などの専門機関・専門
家が多かった。
　ただ、連携組織を設置しているのはおおよ
そ50%であり、発達障害支援の相談窓口を設
置しているのは 3 分の 1 にとどまっていた。
また、一貫性のある継続的支援にとって重要
なつなぎ支援についても不十分であった。小
規模町村の発達支援システムの特徴の 1 つ

は、この領域に熱心かつ有能な個人（保健師、
保育士等）の力に依存する傾向が強いことで
ある（2）。システムを安定的に運営し発展させ
るためにも、連携組織のさらなる整備、つな
ぎ支援の充実が望まれる。
　その一方で、医療機能については良い結果
が得られた。小規模町村では発達障害の診療
を行う医療機関を確保することは困難と考え
ていたが、調査の対象となった自治体の70%
で、町内及び圏域内に発達障害児を診療でき
る医療機関があることが確認された。今回は
診療の質については調査を行っていないが、
医療資源の乏しい小規模自治体でも多くの医
療機関が発達障害児の診療を行っていること
が確認できたことは、今後に希望の持てる結
果と言える。
　これらを総合すれば、小規模町村でも発達
支援システムの構築に向けて着実に歩んでい
ると評価できよう。
　本調査のもう 1 つの課題は、発達障害者支
援法の改正によって取り組みが求められてい
る諸課題への対応状況を把握することであっ
た。発達障害等のある女性、外国人など日本
語の能力が十分でない発達障害等の子ども、
療育手帳や診断を受けていない境界知能の子
ども、発達障害児の差別解消、いじめ、虐待
防止等のための対策等である。
　これらの課題については、境界知能のある
子への教育的配慮、差別解消への対応等は比
較的なされていた。
　外国人など日本語の能力が十分でない発達
障害等の子どもについては、自治体によって
は対象児がいないことも大きな要因であろう
が、配慮している自治体は少数にとどまった。
　発達障害等のある女性への配慮について
は、その支援ニーズがまだ十分に認識されて
いないことが主たる要因と考えるが、取り組
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んでいる自治体はなかった。
　これらは、今後の重要な課題であり、当面
は啓発と周知が重要であろう。

２ ．今後の発達支援体制の整備について
　今年度（2017年度）は、わが国で初めて「第
1 期障害児福祉計画」の策定が行われる節目
の年である。今回の調査は、各基礎自治体の
策定作業が終わりに近い2017年11月から2018
年 1 月にかけて行われた。そのため、児童発
達支援事業所等の専門療育機能を持たない自
治体には、「設置する計画はありますか？」
と計画の有無についての質問項目を設けた。
　しかしながら、児童発達支援事業所のない
9 町で、計画がある、と回答としたのは 1 町
にとどまった。
　厚生労働省の「第 1 障害児福祉計画」の指
針では、平成32年度までには「児童発達支援
センター」を各市町村に少なくとも 1 か所以
上設置することを基本目標にしているが、今
回の調査では、児童発達支援センターを設置
している自治体及び設置を計画している自治
体は、人口 3 万人から 4 万人台の自治体を含
め、 1 か所もなかった。
　発達障害や知的障害を含めた障害のある子
どもへの発達支援体制の整備にとって、児童
発達支援センターのような高い専門療育機能
を備えた施設の整備は重要であるが、小規模
な自治体にその設置を求めることは現実的で
はない。また、我々の研究からは、センター
はなくとも、小さな児童発達支援事業所を中
心に優れた支援体制を整備している町が各地
にあることが明らかとなっている（3）。今後は、
小規模自治体の現状に即した提案がなされる
ことを期待したい。
　小規模町村の発達支援体制の整備にとって
最も困難な課題は、この領域に関わる専門家

（心理士、言語聴覚士、作業療法士、特別支
援教育の専門教師等）を得ることである。今
回の調査でも、巡回相談や研修など高い専門
性を要する事業については、都道府県の専門
機関（発達障害者支援センター、特別支援学
校、県教育委員会派遣の専門家等）や町外の
児童発達支援センターなどに依存しているこ
とが改めて確認された。
　財政力や社会資源が豊富な政令指定都市
や中核市と異なり、いずれにおいても乏しい
小規模町村である。高度な専門機能について
は都道府県などの持つ専門機能をライフス
テージと現場のニーズに合わせて組織的・体
系的に提供し、小規模自治体のシステム整備
を援助することが必要と考える（4）。
　基礎自治体を主体として発達支援体制の整
備が進む現在、広域的な支援を行っている発
達障害者支援センターは、子どもや家族への
直接支援は各基礎自治体・圏域に任せ、地域
の自治体及び事業所支援、すなわち地域支援

（地域の体制整備）に力を注ぐことを期待し
たい。そのもっとも重要な支援対象が小規模
町村と考える。

Ｅ．結論
　小規模町村の発達支援システムの現状を評
価し今後の課題を検討するため、以前提案し
たシステムモデルを基に、全国17町から得た
アンケート調査の結果を分析した。
　システムモデルの有効性を確認するととも
に、小規模な町においても着実に体制整備が
進んでいる現状が確認された。
　しかしながら、連携組織、つなぎ支援、発
達相談の相談窓口の設置は不十分であった。
また、発達障害のある女性や外国人など日本
語の能力が十分でない発達障害等の子どもへ
の対応は甚だ不十分であり、今後の取り組み
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が必要と考えられた。
　最後に、今後の支援体制の整備と発達障害
者支援センターの方向性について提案を行っ
た。
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